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衆
議
院
議
員
児
玉
健
次
君
提
出
北
海
道
電
力
等
の
料
金
改
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

北
海
道
電
力
株
式
会
社
か
ら
昭
和
六
十
二
年
十
月
二
十
三
日
に
通
商
産
業
大
臣
に
対
し
て
行
わ
れ
た
電
気
供

給
規
程
の
変
更
に
係
る
認
可
申
請
に
つ
い
て
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
十
九
条

第
二
項
の
定
め
る
基
準
に
の
つ
と
り
、
資
本
費
の
適
正
な
算
定
を
含
め
、
厳
正
な
査
定
を
行
つ
て
ま
い
り
た

い
。 

二
に
つ
い
て 

1 

昭
和
六
十
一
年
六
月
以
降
、
北
海
道
電
力
株
式
会
社
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
電
気
事
業
審
議
会
料
金
制

度
部
会
意
見
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
二
十
一
日
及
び
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
四
日
）
に
基
づ
き
、
二
度
に
わ
た
り
暫

定
引
下
げ
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
料
金
面
で
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
金
額
を
上
回
つ
て 



2 

電
気
料
金
の
算
定
上
、
退
職
給
与
引
当
金
に
つ
い
て
は
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
五

十
五
条
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
適
正
な
額
を
計
上
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
、
今
回
の
北
海
道
電
力
株
式
会
社
の
料
金
改
定
申
請
に
つ
い
て
も
、
か
か
る
基
準
に
よ
り
厳
正

に
査
定
し
て
ま
い
り
た
い
。 

今
回
の
料
金
改
定
申
請
に
つ
い
て
も
、
電
気
事
業
法
第
十
九
条
第
二
項
の
基
準
に
基
づ
き
厳
正
に
査
定
し

て
ま
い
り
た
い
。 

発
生
し
た
差
益
に
つ
い
て
は
、
同
意
見
に
お
い
て
、
「
需
要
家
の
た
め
に
明
確
に
区
分
し
て
積
み
立
て
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
北
海
道
電
力
株
式
会
社
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
指
摘

を
踏
ま
え
、
円
高
等
に
伴
う
余
剰
利
益
を
原
価
変
動
調
整
積
立
金
と
し
て
経
理
上
明
確
に
区
分
し
て
積
立
て

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
目
的
の
と
お
り
料
金
の
長
期
的
安
定
に
用
い
る

べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

四 

 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

1 

今
回
の
料
金
改
定
に
当
た
つ
て
は
、
本
年
十
月
一
日
に
電
気
事
業
審
議
会
需
給
部
会
に
お
い
て
長
期
電
力

需
給
見
通
し
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
北
海
道
電
力
株
式
会
社
と
し
て
は
、
施
設
計
画
の
所
要
の
見
直 

3
及
び

4 

今
回
の
北
海
道
電
力
株
式
会
社
の
料
金
改
定
申
請
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
経
費
及
び
燃
料
費
の

適
正
な
算
定
を
含
め
、
厳
正
な
査
定
を
行
つ
て
ま
い
り
た
い
。 

電
気
料
金
は
、
電
気
事
業
法
第
十
九
条
第
二
項
に
基
づ
く
原
価
主
義
の
原
則
及
び
需
要
家
間
の
公
平
の
原
則

に
従
つ
て
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
回
の
北
海
道
電
力
株
式
会
社
の
料
金
改
定
申
請
に
つ
い
て
も
、
こ

の
よ
う
な
原
則
を
遵
守
し
つ
つ
、
原
価
を
料
金
に
適
切
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
厳
正
に
査
定
を
行
つ
て
ま
い
り
た

い
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
原
則
に
反
し
て
特
定
の
需
要
家
を
対
象
と
し
た
割
安
な
電
気
料
金
制
度
を
導
入
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

五 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

2 
原
子
力
は
、
経
済
性
、
供
給
安
定
性
等
に
優
れ
た
電
源
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
北
海
道
電
力
株
式
会
社

は
、
今
後
着
実
に
増
大
す
る
電
力
需
要
に
対
し
安
定
的
に
供
給
す
る
た
め
、
長
期
的
観
点
に
立
つ
て
泊
原
子

力
発
電
所
の
開
発
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

北
海
道
電
力
株
式
会
社
の
国
内
炭
を
使
用
し
て
い
る
石
炭
火
力
発
電
所
の
中
に
は
、
老
朽
化
の
著
し
い
設
備

が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
機
器
効
率
の
悪
化
、
補
修
量
の
増
大
と
い
つ
た
安
全
性
及
び
経
済
性
上
の
問

題
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
北
海
道
電
力
で
は
、
特
に
老
朽
化
の
著
し
い
設
備
か
ら
徐
々
に
廃
止
し
て

い
く
計
画
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

し
を
行
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

昭
和
六
十
一
年
七
月
以
降
、
北
海
道
ガ
ス
株
式
会
社
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
総
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
都
市 

六 

 



七
に
つ
い
て 

熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
会
意
見
（
昭
和
六
十
一
年
四
月
二
十
一
日
及
び
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
五
日
）
に
基
づ
き
、
二

度
に
わ
た
り
暫
定
引
下
げ
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
料
金
面
で
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
金
額
を

上
回
つ
て
発
生
し
た
差
益
に
つ
い
て
は
、
同
意
見
に
お
い
て
、
「
需
要
家
の
た
め
に
明
確
に
区
分
し
て
積
み
立

て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
料
金
の
長
期
的
安
定
に
用
い
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。 

ガ
ス
料
金
は
、
ガ
ス
事
業
法
第
十
七
条
第
二
項
に
基
づ
く
原
価
主
義
の
原
則
及
び
需
要
家
間
の
公
平
の
原
則

に
従
つ
て
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
回
の
北
海
道
ガ
ス
株
式
会
社
の
料
金
改
定
申
請
に
つ
い
て
も
、
こ

の
よ
う
な
原
則
を
遵
守
し
つ
つ
、
原
価
を
料
金
に
適
切
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
厳
正
に
査
定
を
行
つ
て
ま
い
り
た 

今
回
の
料
金
改
定
申
請
に
つ
い
て
も
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
七
条
第
二
項

の
基
準
に
基
づ
き
厳
正
に
査
定
し
て
ま
い
り
た
い
。 

七 

 



 

八 

い
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
原
則
に
反
し
て
特
定
の
需
要
家
を
対
象
と
し
た
割
安
な
ガ
ス
料
金
制
度
を
導
入
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。 




